
低入札価格調査基準価格の見直し

低入札価格調査基準価格：
調査基準価格とは、予算決算及び会計令第８５条において、「当該契約の内容に適合した履行がされないことと
なるおそれがあると認められる場合の基準」として、この価格を下回った場合には調査を行うこととしている価格の
こと

低入札調査基準価格の見直しについて

【範囲】

予定価格の２／３～８．５／１０

【計算式】

直接工事費×０．９５

共通仮設費×０．９０ 合計額

現場管理費×０．６０ ×１．０５

一般管理費等×０．３０

【見直し後の範囲】

予定価格の７．０／１０～９．０／１０

【見直し後の計算式】

直接工事費×０．９５

共通仮設費×０．９０ 合計額

現場管理費×０．７０ ×１．０５

一般管理費等×０．３０

○低入札価格調査基準価格については、昨年４月に計算式の見直しを行ったところであるが、ダンピング対策を
強化するために、工事の品質確保を図る観点から、最新のデータに基づき、より一層の見直しを行うこととした。

○地方公共団体に対しても、引き続き、低入札調査基準価格や最低制限価格の見直しを要請していく予定。

H20.4～H21.3

【範囲】

予定価格の２／３～８．５／１０

【計算式】

直接工事費の額

共通仮設費の額 合計額

現場管理費×０．２０ ×１．０５

S62.4～H20.3 H21.4～
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調査基準価格見の見直し ＜落札率と工事成績の関係＞

• 落札率90%未満になると、工事成績評定点が平均点未満の工事となる割合が急増。
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落札率

比
率

下請企業が赤字の工事かつ平均点未満

平均点未満の工事

下請企業が赤字の工事

下請企業が黒字の工事かつ平均点以上

※工事成績評定点の平均点は、各地方整備局等毎の
平均点
（平成16年・17年・18年度竣工の土木工事）

※工事コスト調査対象工事：

予定価格の３分の２から１０分の８．５の範囲
内で定められる調査基準価格を下回る金額
で契約が行われた低入札工事

・工事成績評定点の平均点未満
ｏｒ
・下請企業が赤字

※対象データ:平成16年・17年・18年竣工工事

　　　　　　（工事規模1億円以上）

　内訳:工事コスト調査対象工事229件

       (H16：38件、H17：38件、H18：153件）

　　　 工事コスト調査対象以外(標準工事)の工事

470件

       (H16：111件、H17：78件、H18：281件）

38件 264件125件56件28件62件81件42件

落札率が９
０％以下にな
ると、平均点
未満の工事と
なる割合が急
増。

平均点未満かつ下請企業が黒字の工事

平均点未満かつ下請企業が赤字の工事

平均点以上かつ下請企業が赤字の工事

平均点以上かつ下請企業が黒字の工事

工事成績評定点が平均点未満
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